
議案第５１号  

 

   藤沢市秩父宮記念体育館条例施行規則等の一部改正について 

藤沢市秩父宮記念体育館条例施行規則等を次のように一部を改正する。 

２０２２年（令和４年）３月１８日提出 

                      藤沢市教育委員会 

                       教育長 岩 本 將 宏 

 

 

 

１ 一部を改正する規則 

  別紙のとおり 

２ 施行期日 

  ２０２２年（令和４年）４月１日 

 

 

 

提案理由 

この議案を提出したのは，民法の一部が改正され，成年年齢が引き下げられるこ

とに伴い，関係する規則において所要の改正をする。 



藤沢市秩父宮記念体育館条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和４年  月  日 

                      藤沢市教育委員会 

                       教育長 岩 本 將 宏 

 

 

 

藤沢市教育委員会規則第  号 

藤沢市秩父宮記念体育館条例施行規則等の一部を改正する規則 

（藤沢市秩父宮記念体育館条例施行規則の一部改正） 

第１条 藤沢市秩父宮記念体育館条例施行規則（平成９年藤沢市教育委員会規則第

９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３号中「２０歳」を「１８歳」に改める。 

（藤沢市スポーツ広場条例施行規則の一部改正） 

第２条 藤沢市スポーツ広場条例施行規則（平成２３年藤沢市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３号中「２０歳」を「１８歳」に改める。 

（藤沢市立学校体育施設の市民利用に関する規則の一部改正） 

第３条 藤沢市立学校体育施設の市民利用に関する規則（昭和５１年藤沢市教育委

員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項第３号中「２０歳」を「１８歳」に改める。 

附 則 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


